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１.地域農業の担い手としてさらに経営発展するためのポイント

経営所得安定対策だより第５号です。
今回は、担い手として地域農業を支えている皆様に、経営を行っていく上で参考と

して頂きたい体制整備の内容や税制特例についてお知らせ致します。また、これから
大豆の「毎年の生産量・品質に基づく交付金」の交付申請が本格化する時期となりま
すが、申請様式の内容が変更になっておりますので、お知らせ致します。

水田・畑作経営所得安定対策に加入されている皆様方におかれましては、地域農業
を担う中心的な存在として、益々ご活躍のことと思います。
本対策を通じ、皆様方に継続的に発展していただく上での大切なポイントをお伝え

しますので、御一読いただき、今後の経営方針の参考にしていただけたら幸いです。

地域農業の担い手として営農計画を立
て、計画的に自ら作業を行う体制を整備
することが重要です。

そのためには、農業用機械の保有状況、
従業員の雇用、作業計画の作成、作業日
誌の管理等など、作業体制を整備するこ
とをご一考ください。

地域農業の担い手としてより一層発展
するには、収支を適正に管理し、収穫量
や価格の変動等によるリスクや機械の更
新などの投資に備えるために経営計画を
立てましょう。

例えば、農業経営基盤強化準備金制度
では積立金を積み立てることにより計画
的な投資に備えるとともに納税額の平準
化が実現できます。

将来を見据えた経営計画を立てましょう作業体制の整備につとめましょう

〈ポイントその２〉〈ポイントその１〉

経営所得安定対策だより
平成21年12月10日
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東海農政局



２.『｢毎年の生産量・品質に基づく交付金｣の交付申請書』が一部変更になりました

旧

非銘柄大豆の特定加工
用大豆は交付対象外で
すが、誤って記載して
しまった事例が多くあ
りましたので、分かり
やすくしました。

変更点はここです。！

本年１２月８日に『｢毎年の生産量・品質に基づく交付金｣の交付申請書』が、誤った記載を防止
するため一部変更されました。
今後、交付申請をされる方は、新しい様式を用いて申請をしていただくようにお願い致し

ます。交付申請期間中の変更となり、お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。

申請受付は、平成２２年３月５日までとなっています。忘れずに申請を行いましょう。

〈一部変更後の様式〉
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○ 認定農業者などが受け取った水田･畑作経営所得安定対策などの交付金や補助金

は、課税所得になりますが、農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準

備金として積み立てた場合、その積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入

することができるため、課税所得の減額が可能となります。

○ さらに、農業経営改善計画などに従い、５年以内に積み立てた準備金を取り崩

したり、受領した交付金などをそのまま用いて、農用地や農業用機械などの固定

資産を取得した場合は、圧縮記帳をすることで、その年（事業年度）の課税所得

を減額し、納税額を平準化することが可能となります。

① 農業経営基盤強化準備金制度は、水田・畑作経営所得安定対策のほか、米政策改革推進対策（産
地確立交付金など）や、農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）の交付金や補助金も対象に

なります。
② 特例の適用を受けるためには、確定申告を青色申告で行う必要があります。また、確定申告の書

類に農林水産大臣の証明書を添付する必要があります。農林水産大臣の証明書は農政事務所で発行
します。

② 積立てから５年を経過したものは、順次、総収入金額（益金）に算入されます。

（注意事項等）

農用地や農業用機械などを取得した場合、

以下の金額の合計額の範囲内で圧縮記帳

①準備金取崩額

②受領した交付金などの額

１年目

：積み立てた準備金

取り崩す

交付金などを準備金として積み立て

た場合、積立額の範囲内で

① 個人は必要経費算入

② 法人は損金算入

（積み立てない場合は課税対象）
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交付金等を準備金
として積み立てず
そのまま用いる

３.農業経営の発展を税制特例がお手伝いします

～農業経営基盤強化準備金制度とは～

詳しくは、東海農政局担い手育成課、またはお近くの地域課にお問い合わせください。



【農政局または、お近くの地域課へお問い合わせください】

東海農政局生産経営流通部担い手育成課 ℡ ０５２－２２３－４６２６
名古屋市中区三の丸１－２－２

東海農政局消費・安全部地域第一課 ℡ ０５２－７６３－４３４２
名古屋市昭和区安田通４－８ 尾張地域（一宮市、稲沢市を除く）、知多地域

東海農政局消費・安全部地域第二課 ℡ ０５３２－４５－８１９５
豊橋市富本町国隠２０－６ 東三河地域

東海農政局消費・安全部地域第三課 ℡ ０５６４－５１－５１３１
岡崎市美合町平端２３－７０ 西三河地域

東海農政局消費・安全部地域第四課 ℡ ０５６７－２８－２１９７
愛西市諏訪町郷浦６４－３ 海部地域、一宮市、稲沢市
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・麦を出荷された方で交付申請をしていない方、大豆を出荷された方は、平成22
年3月5日(金)までが、成績払の交付申請の期限となります。

・東海農政局では出張受付を開催しますので、農協から連絡がありましたら、お
集まりください。

・お近くの地域課に、直接申請書を提出することもできます。
・交付申請のあった順に内容を確認して、交付金をお支払いします。
・２ページでお知らせしたとおり、交付申請の様式が変更されました。今回の交
付申請は新様式で提出してください。（今までの様式は使用できませんのでお
間違いのないようお願いします。）
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～ 対策に加入している皆様への重要なお知らせ ～

大切に保管してください

平成２１年産の収入減少補てんの対象となる作物は、米、麦、大豆ですが、販売数
量を証明する必要があります。
農協に出荷している数量については、農協で証明していただきますが、特に米を

自分で販売した場合は、伝票等（販売先名、販売期日、品種名、等級、量目、販売
金額等が記載された納品書、請求書等）の写しが必要となりますのでご注意くださ
い。


